
日本アンチ・ ドー ピング規律パネル決定

2015-001 事件

競技者氏名：

競技種目 ： ソフトボール

標記事件につき、 日本アンチ・ ドー ピング規律パネルは、 当該事件の聴聞パネルの決定に基づ

き、 下記のように決定する。

聴聞パネル決定

平成 27 年 12 月 8 日

日本アンチ・ ドー ピング規律パネル

委員長 早川 吉尚

昇可び均

日本アンチ・ ドー ピング規程（以下「本規程」という。）8.3.2 項に従って日本アンチ・ ドー ピ

ング規律パネル委員長により任命された以下の各委員により構成される標記事件の聴聞パネルは、

平成 27 年 11 月 21 日に開催された聴聞会（以下「本聴聞会」という。）の結果、 及び、 その後に

期限を決めて提出が求められた当事者からの書面に基づき、 本事件に関して、 下記のとおり決定

する。

記

〔決 定〕

• 本規程2.1 項の違反が認められる。

平成 27 年 12 月 8 日

早川 吉尚
早 |ll 言伶

塚越

村山

克己｝祝詞戸口

正博］［し□聾

本規程9条及び同 10.8 項に従い、検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲

得された競技者のすべての個人成績はいずれも失効し、 かつ、 上記期間において獲得され

たメダル、得点、 及び褒賞はいずれも剥奪される。

本規程10.2.1.2 項、 同 10.2.2 項、 同 10.5.1.1 及び同 10.11.3.1 項に従い、 平成 27 年 7 月 7 日

より 8 ヶ月間の資格停止とする。
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年月日 手続の概要

平成27年5月30日 競技会検査の実施

平成27年7月7日付 JADAより、競技者に対し、暫定的資格停止通知（和文）を発送した

平成27年7月17日 JADAより、競技者に対し、違反通知及び暫定的資格停止通知（英文）を発

送した

平成27年7月28日 B検体分析の実施

平成27年8月7日 JADAがB検体 検査結果通知を発送した

平成27年9月16日 競技者より、JADA を通じ、日本アンチ・ドーピング規律パネル（以下「規律

パネル」という。）に対し、来日して聴聞会に出席する旨、希望日程が10月1

日～7日（上日は除く）である旨の連絡があった

平成27年9月25日 規律パネルは、10月1日午前9時30分から暫定聴聞会及び聴聞会を 開

催する旨、通知書を発送した

平成27年9月28日 競技者より、規律パネルに対し、怪我のため医師よりフライトの許可が下り

ず、来日できないとの連絡があった

平成27年9月29日 競技者より、規律パネルに対し、 本件について代理人弁護士を選任する手

続途中であるため、聴聞会を延期してほしい旨の連絡があった

同日 規律パネルは、10月1日午前9時30分から の開催を予定 していた暫定聴

聞会及び聴聞会につき、 延期を決定 した

平成27年10月3日 A弁護士より、規律パネルに対し、競技者代理人就任の連絡等があった

平成27年10月13日 規律パネルは、競技者に対し、暫定聴聞会及び聴聞会の候補日程(10 月

後半の2日）を提示し、聴聞会の所要時間、 開催場所等について連絡した

平成27年10月15日 競技者代理人から規律パネルに対し、防御の準備のために さら に時間が与

えられるべきとの提言がなされた

平成27年10月16日 規律パネルは、競技者に対し、暫定聴聞会及び聴聞会の候補日程(11 月

中旬から 下旬の3日）を提示した

平成27年10月17日 競技者より、規律パネルに対し、11月21日、22日は差し支え ないこと、通訳

の立会いのもと、競技者代理人事務所の会議室とのビデオ会議での開催を

要請すること等について連絡があった

平成27年10月20日 規律パネルは、11月21日午前10時から暫定聴聞会及び聴聞会を開催す

る旨通知を 発送し、 ビデオ会議の準備につき追って連絡することとした

平成27年11月18日 競技者より、規律パネルに対し、 「アンチ・ドーピング規則違反 を自認」する

旨の主張などを含んだ書面及び証拠が提出された

平成27年11月21日 暫定聴聞会及び聴聞会がビデオ会議を利用して開催された

以上
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